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地 震・津 波 対 策 特 別 委 員 会 会 議 録 
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                           午前１１時４３分 閉会 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 １．東海・東南海・南海地震対策及び津波対策に関する調査研究･･････････････････ ４ 

   ① 自主防災組織について 

   ② 調査事項全般について 

   ③ その他 

     ・視察研修報告書について 

     ・委員会調査報告書について 

 

Ⅲ.会議録 
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地震・津波対策特別委員会 平成２５年 ８月 ９日（金） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午前１１時４３分） 

 

○谷口博文委員長   おはようございます。 

  昨日は緊急地震速報で、本当に驚かされたような状況にあって、私自身も大変びっくり

しておりました。また、近年の異常気象というか、酷暑、猛暑、また、局地的な豪雨災害

等々、本当に自然災害の脅威というのをつくづく痛感させられるような状況下にあり、ま

た、全国的にも地震の多発等々があって、我々、英知を絞ってそういうふうな自然災害か

らの減災対策を検討してまいりたいと思います。 

  それでは、きょうは出田委員のほうが欠席と、それと、傍聴のほうを許可しております

ので、よろしくお願いいたします。 

  執行部、何かありますか。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   おはようございます。 

  先ほども委員長さんのお話にありましたように、本当にきのうの緊急地震速報にはびっ

くりをさせられました。私もちょうど、鳴門市のほうに向かうつもりで、その廊下を行っ

ておったら携帯が鳴って帰ったんですけど、全然揺れもなかったので、誤報かなというよ

うな思いもいたしておりましたが、ああいう形になってきますと、どうしても大きなもの

が来るというようなことでございましたので、非常に心配をいたしました。今後もそのよ

うなことのないようにはと思いますが、我々は万全を期して対応していかなきゃならんと

思っております。 

  今後、特に東南海・南海地震の津波の被害想定が、県のほうでも早く、一日でも早く発

表していただければ、我々のほうでその具体的な対策がとれるわけなんですが、２月に発

表すると言うたものが、ずっとおくれてここまで来ております。県の被害想定がないと、

どうしても我々が前へ進めないということになります。特に、福良は９メートルという話

はもう変わることはないと思いますが、阿万地域については、県の暫定的なものでは、か

ける２倍というふうな話がありまして、以前発表しておられました津波高が５メートル８

０ということでございますので、２倍かけると１１メートルになると。１１メートルにな

ってきますと、阿万小学校も避難所として使えないのではないかというふうなことで、今、

暫定的なものとして我々も頭の中には入れてるんですが。 

  この間、皆さん方にもお配りしております、暫定的な県のインフラ５カ年計画。あれに

ついても、阿万地域をちょっと見ていただいたらおわかりだと思うんですが、そこにも書

いてあるんですけど、今回、国が発表した、１,０００年に１回の地震でも津波は阿万地
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域は５メートル８０だということが書かれておるんです。そのものが、今後どのようにな

っていくのか。今、県がやっておるものが、またその５メートル８０を超えてくるのか。

国が５メートル８０と言うてるわけなんで、県のほうとしてどれだけ確証をもってそれを

言われるのかと。５メートル８０になってきますと、阿万はあのインフラ整備の５カ年計

画で、それに対応するような防潮堤のかさ上げをする、それから、本庄川と塩屋川の河口

部については水門をつくるという形でございますので、被害は余り想定されないというこ

とにもなってくるわけですので、それがどうなってくるかということで、阿万地域の防災

計画が非常に変わってくるわけですので、我々としては一日も早く、県の見解を示してい

ただいて、その上で、防災計画も見直したり、ハザードマップの見直しもやっていくとい

うことにいたしております。 

  いずれにいたしましても、県が早く、一日でも早く発表していただかなければ、我々が

前に進めない、特に阿万地域ではそういうことでございますので、鋭意、これから努力を

してまいりたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

○谷口博文委員長   それでは、次第に基づきまして、自主防災組織についてということ

から始めたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   自主防災組織もそうなんですけども、この防災計画が津波想定という

のが出てこない中で、現状、暫定的なものに今なっていっておるということなんですけれ

ども、それぞれの自主防災組織について、区長兼任というような組織と、区長とは別に組

織を立ち上げているものと、２つあるのかなというふうに思っておるのですが、その点は

どうなっていますでしょうか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   ちょっと今、現状の、手元のほうの持ち合わせの資料の中で

は、そこの会長がどこをしているかということについてははっきりしないんですが、聞い

ている範囲内で、覚えている範囲内で申しわけございませんが、５自治会が、自治会長と

別の方が会長をされているということでちょっと認識をいたしております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   区長が兼職、充て職的にやっている組織と、それと、別に会長なり責

任者を置いている組織とで、多少違いがあるのかなというふうに思うんですね。継続性と

いうか、組織の動きというのか。やはり、できれば兼任ではなく別組織という方向性がい

いのかなというふうに思っておるわけなんですけども、その点、どのようにお考えでしょ

うか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   方向性とすれば、今、自治会長さんであれば１年、また、長

いところで２年というような形の中でなっております。こちらサイドから言えば、そうい

うもろもろの整備とまた推進等を含めれば、別個ということではなしに、長くしていただ

いて、組織の動きがとっていければ一番いいとは思うんですけど、それもいろいろ、地区

の事情等もございますので、そこの組織の中でいかにその引き継ぎというんですか、そこ

らをうまくしていきながら、今の、現状では継続していっていただけたらなというふうに

思っております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   確かに、どちらがいいかという判断は難しい面もあるんですけれども、

どうしてもその兼任ということになってきた場合に、例えば災害時の要援護者の対応であ

ったりとか、あるいは全体的な連絡事項の徹底であったり、避難訓練の問題であったりと

かいうようなことで、ある程度の経験性というのがものをいってくる場合が多いというよ

うに思うんですね。仮に、地区長兼任ということであったとしても、自主防災組織として

この間、東北のほうに研修に行ったりとか、和歌山も行かれたんですかね、行ってきたん

ですね。そういう形で防災意識の向上というか、こういうのを取り組まれとると思うんで

すけれども。去年、ことしとそういうことで、研修を取り組んできての成果というのはど

のようになっておるんでしょうか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   その研修等について、研修したところについての認識につい

てはそれぞれ、こちらの地域によってもいろいろ、自治会の中でも温度差がございます。

だから、見に行ったところで、うちのほうが進んでいる部分、また、視察先のほうが進ん
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でいる部分等、いろいろございました。それについてはそれぞれ研修をした中で、持って

帰った中で、取り入れる部分については取り入れていこうとか、そういう部分については

帰りしなのバスの中とかにおいて、そういうような意見交換等は十分されておりましたの

で、そこの部分で、各言っていって、帰りしなの中でまた自主防災同士の、また、自治会

同士の話し合い等もありましたので、それについてはいろいろ、意義のあるものではなか

ったかなと思っております。 

  それで、あと、そこの取り入れ等については、また各自治会の中で、いろいろもんでい

ただいた中で進めていっていただくのと、あと、私どもについては会長が長く、また、短

く、いろいろあるんですけれど、その部分については防災課がそういう会の中等へ行った

ときに、そういうような案も出させていただいた中で、ベターな方向へ進めていけたらな

と思っております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   以前もちょっと思っとったわけですが、温度差があると、自主防災組

織の中に温度差があると。ということは、進んでいる組織があるということだろうと思う

んですけれども、それをモデルにして、全体的な自主防災組織のあり方を示していくと、

それに近づけていくということが大事ではないのかと思っておるんですが、そうした取り

組みというのはどのようにお考えでしょうか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   それについては、市内の中で進んだ取り組み等を紹介するこ

とによって、そういう意識づけができればなと思っております。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   具体的には何か計画なり、そういう研修会なりというのは、何か考え

られていますか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   具体的にいついつこういうことをしたいとかいう部分につい

ては、ちょっと今持ち合わせていないんですが、４月からこちらへ来た中で、いろいろ、



 

－ 8 － 

旧の南淡がちょっと今、主になるんですが、どうしても避難経路等とかいろいろ事業の関

係で行く機会もございまして、それで、そこらの中でも福良地域にしても、独自のいろい

ろ、防災をテーマとした中でのまちづくりというのもやっております。それについては、

福良が今、大きい津波が来ると、大打撃を受けるというようなところの中で、それを逆手

にとるんではないんですけれど、そういう防災というものを認識した中でまちづくりに取

り組んでいるというようなところもございますので。 

  それから、避難経路等についても、沼島地域であれば、一つのポイントを持って、そこ

へいかに逃げていくかという部分について、また自治会なり地域の人も入った中で、どう

いう避難経路をしていくとか、いろいろ、各地域で自主的な中でいろいろ模索をしていき

よる事例もございますので、そういうのを紹介をさせていただいた中で、それぞれ、一つ

でも取り組んでいけば、そういうのが大きくなっていけば、南あわじ市の中でそういう取

り組みが広まっていくのかなと思っております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   津波に対して一番自主防災組織で課題としてあるのは、やはり避難誘

導でないかというふうに思うんですね。迅速な避難誘導と、これが一番大事な点でないか

と。そのためには、例えば災害時要援護者のリストアップであったり、その誘導の体制、

また実践、こういったことが一番、今求められていることでないのだろうかと。そのため

に、たとえ避難路を整備したとしても、現実の避難誘導に対して機能してるのかしないの

か、こういう点検も必要やと思うんですよね。ですから、先進地と言われている部分であ

ったり、この間避難路の整備をしている地域であったり、そういうところでやっぱり、避

難誘導がどの程度できているのかということの実証をするべきでないのかというふうに思

っておるんですが、その点いかがですか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   それについてはまた、訓練等でそういう部分を取り入れた中

で、市の総合防災訓練のときに各自主防災の中で避難訓練をしていただいておるもんです

が、そこらも活用しながらしていけたらなと。あと、こちらのほうのＰＲ不足等もあるか

もわからないんですが、ちょっと福良地域の話がよく出るんですが、夜間の避難訓練をし

たりとか、いろいろ先進的なことをされております。そこの部分について、４月以降につ

いてはなかなかちょっと、そういう自主防災なり、いろいろ私自身が行ってない部分があ

るんですが、そういう事例があるということで、そういう取り組みをしているというのを
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機会を捉えて話をしていくことによって、裾野が広がっていくのかなと。 

  あと１点、要援護者のほうについては、福祉課等々と協力をいただいた中で、昨年、各

旧の４地域の中でモデル地域を指定させていただいて、そこで避難者、要援護者の避難経

路計画というのを策定を進めております。今現在、中西がその避難経路ができております。

今現在は長田地域のほうへ入っていて、その避難経路、どういう避難経路でどういうよう

な声かけをして要援護者を避難場所へ導いていくかというようなところを計画をしており

ます。今、長田のほうでしております。あと、湊なり、神代富田のほうへ順次入っていっ

た中で。富田のほうは済んでおるんで、そういうところで各地区でモデル地区をつくって

おります。そこをまた基点とした中で、各地域へいろいろそういうのも広めていけたらな

とは思っております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうした取り組みが大事だと思うんですけれども、特に湊にしても、

それから阿万にしましても、先ほどの、冒頭、副市長がおっしゃっておりました、津波想

定ですね。これが旧来のものであるということですので、完成形にはなかなかならないと

いうのか。だから、そういう実践をされていることは非常に貴重なことで、福良で夜間の

避難訓練をやっているのは非常に貴重なことだろうと思うんですけれども、それが有効で

あったのか、課題は何だったのかという、こういう総括的なことを常に把握しておく必要

があると思うんですね。その点いかがですか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこについても、これはちょっと聞いている範囲内なんです

が、夜間ということでどうしても暗い中を行くということで、どうしても不安が出てくる

と。だから、一番大きかったのはそういう。それと高齢者等でそういう同じ、暗いところ

へ行くのに時間がかかってくると。そういう検証を、夜間やったらどないやろうとかいう

ことでしております。だからそこについて、不安があるということはまた不安を解消する

にはどないするかとかいう部分の検証についてはしていきながら、それをなくして、避難

へ導いていきたいとは思っております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   そうしたモデル地域をつくったり、先進地域での活動の総括をしたり

をして、自主防災組織にそれぞれ返していくと。その中でそれぞれの組織をさらにレベル

アップしていくという取り組みを、ぜひ強めていただきたいと思います。 

  もう１点、冒頭の津波想定区域の見直しが兵庫県が非常におくれていると。大阪のほう

だったですかね、河田先生が入って、６月に出したものでは不十分だと。８月になって、

三宮やあるいは城東区あたりの河川の点検をやって、堤防の強度なんかをはかりながら見

たら、もう一度見直しをせなあかんというようなやりとりがされておったわけですけれど

も。兵庫県の場合は、去年の８月だったかに暫定的なのが出て以降、２月に出すと言って

出ない、８月もまだ見通しがないというような、こんなことになっとるわけですけども、

この、なぜおくれているかということの説明はないんですか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災部分については、ただ、おくれているというだけで。あ

と、事業部分で当初というか２月に５カ年計画等については、そういうようなおくれもあ

る中で、県としてそういう津波のハード的な対策について県民にお知らせをするべきやと

いうようなところで、その５カ年計画を暫定という形の中で先に出されたような。事業系

のほうとしてそういう動きがあったということで。あと、ハザードマップ等については、

ちょっと事務的な部分、また、その４月に震災等がございまして、そこらの部分について

のおくれが出ているのかなと、これについてはそのように思っております。 

  それで、この前の総務委員会もございまして、職員もちょっと、きょう、神戸へ出張す

ることもございましたので、きょう、防災課のほうへ寄って今の現状を確認するのととも

に、いつごろ発表できるか、そこらの詳細なところを確認してくるようにということで伝

えております。その中には、あと、県のほうとしてシミュレーションをどこまでするかと

かいう部分についても再度確認するようにして、現状、きょう出張いたしております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その２月に出るというのは内輪の話であって、公式的な話じゃなかっ

たんじゃないかと。８月についても、これも内輪の、内々の話で、公式的なコメントでは

ないように思いますよね。そうやってずるずると延ばしていくということに、決してプラ

スなことは何もない、マイナスのほうが多いと思うんですよ。これはやはり、ずるずると

いうことを容認というか認めてしまうということは、ちょっと理解できないんですけれど

も。これはやっぱり、突きが弱いんですか。内々の話でしか出てこないというのは、行政
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が悪いのか議会が悪いのか、我々のプレッシャーが足らんのか、いろんな要素があるかと

思うんですけれども、その理由がもう一つはっきりわからないんですよ。 

  今回行って来て、そんならいつごろ出ます、もうちょっと待ってくださいというような

話で帰って来るようでは、それこそ子供の使いということになると思うんですよね。です

から、もうちょっと待ってくださいというようなことを言わさない取り組みが要ると思う

んですよね。その点、具体的に、例えば淡路なら淡路の３市長会なりで、もうちょっと強

く言う必要があるんじゃないかと思ったりするんですけど、いかがですか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこの部分については、この総務委員会のほうを受けて、き

ょうについてはその答えに対してどうとかいう話はまだしてないんですけれど、県にして

も８月という分についてはそういうふうな答えをずっといただいておりますので、今回行

けば、それなりの回答がもらえるだろうということで職員を行かせておりますので、その

結果を待った中で、次の行動へ行きたいなと思っておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   もしできれば、この委員会としても何かしらの行動をしておくほうが

いいんでないかなと。後で、質問の後で皆さんにも諮りたいと思うんですけれども、やは

り意見書なりを県に早々に出すようにという、そういうことをやっぱりしておく必要があ

るんじゃないかなというふうに思っています。やはり、市民の気持ちとしては、いつ来る

かもわからんと、あした来るかもわからへんと、どこに逃げたらええんやと。そんなこと

で、非常に我々もしかられておりますのでね。そういう市民の不安感を、やはり取り除く

ということが大事だろうと。そのためには総務委員会でも出ましたけども、津波想定を待

つまでもなく、ハザードマップ作成に着手していくと。そして、想定が出てきたときに修

正を加えるというようなことを、委員の中にも出てきておったと思うんですけれども。そ

ういうスタンスで臨んでいっていただきたいというふうに思っとるんですが、いかがでし

ょうか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこの部分については、業者選び、選定等につきましては、

手続上は動いております。今、選定に向かうべく事務処理を進めておりますので、それが
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決まり次第、随時、協議等に入っていく予定にしておりますので。ただ、最終的な確定に

ついては、県のその津波高等が出ないと確定ができないんですけど、それまでにできる範

囲の部分については進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○谷口博文委員長   ほかにございませんか。 

  廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   自主防災組織の取り組みといたしまして、ことしの１月でしたか、Ｎ

ＨＫの放送でありました住民主導の避難のルールづくりと、それと、避難時間の地形図、

その作成、何かこれ、テレビで紹介されておったと思うんですけれども、そういうような

取り組みは進めていないんでしょうか。これは地域と小学校とで、たしか取り組んでおら

れたように見たんですけどね。いかがでしょう。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   現在、それを実際にして動いている分については、福良の小

学校のほうで、子供らにＰＴＡ等で作成して、実際に歩いて避難経路等を確認して、また

危険ポイント、そこらも歩きながらつくっております。それについて、あと、そこの小学

校等へそれを広めているかというと、ちょっとまだ私が来てからにしては、まだそこまで

声かけはしてないので、その部分については、ええ取り組みなので、そういうのはまたＰ

Ｒをしながら進めていくような形でいきたいと思います。それについて、防災課、それか

ら教育委員会サイドで年１回、防災教育協議会というのを市内でしておりますので、また

その中でもそういうような事例を発表させていただく中で、取り組みを進めていきたいな

とは思っております。 

 

○谷口博文委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   子供に地震があれば津波が起こると、こういう教育をするということ

は、これは一番大事やないかと思うんです。１０年先になれば成人になるというような感

じになりますので、やはり、子供への教育というのはこれ、一番大事やないかと思うんで

す。今まで、東日本の地震以前は、案外と津波に対しての教育というのはなかったように

思うんですね。ですから、福良でそういう取り組みがされているのであれば、阿万とか湊

とか、津波の怖い地域、やはりこれはぜひとも取り組んでいかんといかんことですし、学

校だけじゃなしに、自主防災組織自体がやはり、そういうような考え方を持っていただき
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たいと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   その防災教育、小学校、保育所、小さい中からそういうよう

な意識づけは非常に必要やと思っております。それで今回、福良地域というか、福良のそ

の防災ステーションの運営の関係の中でしてるんですが、今度、静岡のほうで常設になっ

てるんですが、「稲むらの火」の人形劇というのがございまして、それを今度、８月に、

８月２４日、人形座の協力をいただいた中で、「稲むらの火」を上演する予定にしており

ます。それについては、常設館の関係で、まず、福良の小学校の生徒・保護者に見ていた

だいた中で、それを、できればそういう人形を地元でつくって、それを各そういう小学校

なり保育所なりで人形を、実際に皆で、自分らでして、それを見てもらって、そういうの

を通して津波があれば高台へ逃げるんやというような部分がしていけたらなというような

思いもありまして、今回、初めて「稲むらの火」をするようにしております。そういう形

で、小学校なり中学校なり、そういうようなところから教育でそういう意識づけができれ

ばなと思って、今、そのような形で地域のほうで取り組んでいただいております。 

 

○谷口博文委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   福良だけでなくやはり、阿万、湊、阿那賀、丸山もありますけども、

やはりそういう意識づけというのは一番大事やと思うんで、ぜひとも。これ、教育委員会

は、教育部長はどのように考えておりますか、そこら。 

 

○谷口博文委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   学校、例えば阿万小学校とかそうした中で、１年間の計画な

りを立てて防災教育とかそうしたことを年間を通じて計画的にやっているところでありま

す。やはり、小さいときに子供に認識をさせる、そうしたことは必要であるというふうに

思います。今後におきましても、そうした防災教育については前向きに検討を実際にして

おりますので、そうしたことを広げていければなというふうな感じを持っているところで

あります。 

 

○谷口博文委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   今、防災課長が言いよった「稲むらの火」ですね。それはほかの小学
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校とか、そういうものに対してどう考えておりますか。 

 

○谷口博文委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   「稲むらの火」につきましては、先日、人形座のほうに行っ

たときに、そうしたことをしますというようなことを言っておりました。当然、教科書、

副読本ですが、道徳の副読本にもそうしたことが掲載をしております。そうしたものを各

学校で教えるということを、そしてまた、福良の保護者、子供に対して実際に人形座のほ

うでやって見せていくというようなことでございますので、できればそうした、阿万とか

そういったところに対しても、そうした意識づけのためにもそういったことは必要でない

かなというふうな感じを持っているところであります。 

 

○谷口博文委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   ぜひ、市内全域の小学校対象ぐらいに声かけをしていただき、やはり

そういう映画であれば、各学校でも実施できるんじゃないかと思うんで、その点、頑張っ

て啓蒙していただきたいと思います。 

  それと、自主防災組織に関しまして、これ、研修会等はずっと行われているんでしょう

か。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   自主的な中での研修ということでは、それぞれいろいろ、防

災訓練等も年１回、それぞれしていただいております。それに合わせていろいろ、会のほ

うもしているかと思いますので。現状では、各それぞれで行っているのが主になっており

ます。あと、そこへ、何地域かについてはそのときに、防災、来て、来いやというような

ところについてはその都度行って、今の現状なり、講話的な形はしております。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   自主防災組織が組織されて、その後、案外と研修とか、研修というて

も、広い意味でいろいろなことがありますけども、やはり基本的なことが、やはり代表者

ぐらいはわかっていないと対応できないと感じますので。やはり年に一遍じゃなしに、二

遍、三遍と集まる機会をつくっていただき、全体的に啓蒙していくような、そういうよう
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な研修会をやはりしていくべきだと考えますので、その点、頑張っていただきたいと思い

ます。答弁はよろしいですわ。 

 

○谷口博文委員長   よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   非常に福良の自主防災組織をお褒めいただきまして、ありがとう

ございます。先般、私の後援会の中の議会報告会の中でも、福良の自主防災は進んでいる

というふうなことは言いました。言いましたけども、まだまだ完成の域には達してません

よと。やはりもっともっと、自主防災組織、また自治会の役員なんか、年に１回ぐらいか

わります。ですから、自主防災組織の組織自体も変わります。ですから、もっともっと、

そのかわった時点なり、皆寄せて、またその新しいスタッフで、避難道なり、また、独居

老人なり、各自治会の隣保単位でそういう大きな用紙の中に書き込んだり、そういうこと

をやっぱりもっともっと、年に１回でもせないかんと思う。 

  だからやっぱり、僕らも政務調査で報告を行かせてもらいました。やっぱり訓練するこ

とによって、これも必ず実りますよと、どこに行ってもそういうふうに言われてます。で

すから、まだまだ、福良も完成されてもないし、各地区においてもまだまだ完成されてな

いし、まだまだ、本当に初歩の段階のところもあると思うので。もう少しそういう部分の

指導、やっぱり、行政のほうから自治会にお願いして、こんなんを開いてくださいと、や

っぱりもっともっと、出前講座でないんですけども、そういうことをやることによって、

どんどん階段を一段ずつ上がるような状況に成長していくと思うんで、そこらをお願いし

たいんやけど、いかがでしょうか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   できればそれが一番ベターで、どんどん入っていくのが。そ

の中でいろいろ推進していきたいなと思っております。ただ、限られた職員数の中で、そ

れをいかに回していくかという部分について、非常に頭を悩ます部分もございます。その

中でどうしても出てくるのが、自治会で、総会のときやったら全部集まるんですけど、そ

れ以外のときやったら、各地区の会長さん等になります。ですが、そういうようなところ

を捉まえた中で、防災について情報提供というような形の中で、できれば裾野を広げてい

きたいということと、あと、その中で、今度、うちでこういうのをするんやと、だから、

ちょっと来いやというような声かけを、ちょっといただいた中で進めていきたいなと思っ

ております。 
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  以上です。 

 

○谷口博文委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   当然、自分らがこういうふうにするから来てくれやというような

ところは、それだけ自主防災組織の意識が高いんや。意識の低いところをやっぱり、そう

いう行政が主導的にやっていかないかんと思う。 

  スタッフが足らんというのは、これはもう当然、防災課で全部でやろうとするからあか

んと思うんよ。この、南あわじ市の職員の中で防災士、何人とらしとるんよ。それも公費

でとらしとるんやで。そういう人たちを、何で使わないんですか。これは自主防災組織の

リーダー、自治会長でも自治会の中で言えば、それは自治会の方々は聞くだろうけども、

やはり一つのバッジ、看板、防災士という。そういう人たちにもやっぱり指導を仰げば、

これは一つの勉強してきた中で、私たちに教えてくれる、それだけの価値があるんやなと

いう、また、住民がそういうように捉えるんで。そういう人たちを何で使わんのか、何回

言うても使わへんのやけども、そこらはいかがでしょうか。部長、どうですか。 

 

○谷口博文委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   自主防災組織につきましては、本来、自主的な組織というこ

とで、真に自主的、主体的に動いていただくというのが本来のところでございますが、行

政としましても側面的にやっぱり、そこらの活動のバックアップは必要だと思っておりま

す。その中で、防災士は今現在、市内に３０人ほど、長船委員もお持ちだと思いますけど

も、３０人ほどおられると聞いておりますし、また、防災リーダーにつきましても２０人

近くの方がおられます。そこらも、いろんな市内のマンパワーも生かしながら、やはり各

組織の活性化を図っていくというのも必要なことだと思いますし、前にも質問があってそ

ういうお答えもしておるかと思いますけれど、そういった中での活動というのも今後、検

討はさせていただきたいと思います。 

 

○谷口博文委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   前も「検討」やったんや。今度はもう実行に移してな。 

  これで終わります。 

 

○谷口博文委員長   ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷口博文委員長   なければ、次の、今までの調査事項全般についてということで、議

題といたします。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   お尋ねしたいんですが、本庄川のお大師さんの橋、それと、まえかつ

前の橋は元の保育所のあった上に何カ所かあるところですが、あの橋はどこの所管に、管

轄になるか。市ですか、県ですか。 

 

○谷口博文委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   あの橋については、市道の線上にありますので、市のほうで

管理をしております。 

 

○谷口博文委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それで、先ほど副市長からも、国のそういう津波の高さが５.８、そ

れであれば現状で、吹上の浜でも耐えられると。今のままで、それと県の５カ年計画の中

で西東については１メートルぐらいのかさ上げでいけるということやけども、国がそうい

うふうに出しとるのに、県のほうがその倍になるやわからんやいうことは。専門家がやっ

ておるのに、いかにも阿万のほうの住民の不安を募るような、そういう情報を、今、副市

長は言われたんやけども、これはいつごろ、そういう想定内の何が出てくるんですか。 

 

○谷口博文委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   私もそういうことが心配なので、県の防災監ともお話をしまし

た。市内を見渡してみても、県の暫定的なもので出して、かける２倍で対応してほしいと

いう話だったので、我々のほうもハザードマップもやりかえて、結果、阿万は１１メート

ル、１２メートルぐらいのエリアで浸水しますよというものを市民の皆さん方にお渡しし

ました。かける２倍で。それで今回、去年の８月３１日に、国のほうで発表された、１,

０００年に１回の津波高。これについて福良湾は９メートルという話でしたが、あとにつ

いては大体、前回、１００年に１回と言われる程度のもので発表された、阿万が５メート

ル８０、そういうものと同じであったということです。それだけギャップあって、いや、

前に県がこんなことを言うとって、今度は５メートル８０しか来ませんよと言うて、誰が
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信用するんですかと。今度、県が来て、県がきっちりと発表したときには、県が説明して

くださいよと。何で２倍にしたのか。２倍にした結果こうでした、国の発表を受けてした

ら、津波は５メートル８０でしたと、そういうことをしていただかないと。我々は県の暫

定的なものでハザードマップも出しました、それだけ来るだろうと。それが、いやいや、

国が発表したものでは来ませんという話なんです。そういうことは強く、防災監にもお話

をしておきました。 

  防災監の話は、いや、それは話はわかりますと。わかりますけど、やっぱり、高いとこ

ろに逃げるのは何も悪いことではないのと違いますかという話なんですけど、それはそう

なんですけど、１ミリでも１センチでも高いところに逃げるのは当たり前なんですけど、

５メートル８０と言われても１０メートル、１５メートルのところに逃げるのは、それは

当然やと思うんですけど、ただ、阿万地域には避難所というもので小学校を指定している

と。そこが２倍になると浸水域の範囲に入って、そこが使えないという形になってくると、

区域外に避難所を設けていかないとならんのやと。それが、そこまで来えへんのなら、阿

万地域で阿万小学校を避難所として指定ができると、そういうことがあるんですよと。県

は、２倍だとか５メートル８０だとか言うだけであって、具体的な対応は全部、市がせな

いかんと、そういう我々のところでは苦慮してるんですよという話をして、先ほどのお話

のように、できるだけ早くやってほしいと。それで、兵庫県下でも南あわじ市が一番、津

波の被害が想定されるので、県下全部を一緒にするとおくれるんであれば、何とか南あわ

じ市の部分、淡路の部分だけでもできたところから早くというような発表の仕方もあるん

じゃないですかという話もしておりますが、そういうことは全部一緒にやりたいというこ

とです。 

  先ほどから、おくれている理由は、国のほうが発表があって、県も津波高はその国の発

表を変えることはないだろうと思うんです。ただ、その津波の高さで、どれだけ被害を及

ぼすか、浸水するかというのは、そのときに話をしておりましたら、淡路島の地形図、こ

れは今、国土地理院の地形図を使っているようです。国の発表のときのあの浸水の被害想

定も、国土地理院の地図を使ってやっていると。その国土地理院の地図の地形図が、余り

正確でないということがわかったようです。それで、県のほうでは、もう一度地形図をや

り直すということで、その後、去年の８月以降、地形図もやり返しております。その地形

図をもとに、去年の８月に国が発表した津波をあててみると。あててみて、それで浸水す

るのか、それともここでとまるのかという話もやりたいし、防潮堤の強さもきっちりと検

証した上で、今は５メートル８０の津波が来るとすると、５メートル８０が来たら、それ

以下の防潮堤は全部転倒したと、倒れて、意味がないというような、今、シミュレーショ

ンの仕方をやっているようです。今度、県は、その強度まで調べて、それは津波でどれだ

け持つのか、５メートル８０やけど、その部分は確実に持つと、それじゃその上を越流す

る、この部分を何とか県が対策を考えたらええんでないかというような、かなり詳しいと
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ころまで調査をしているのでおくれているということですので。何も、県が何もせずにお

くれているというのではないので、そういう調査を含めて資料収集等をして、それを国の

発表した津波高に当てはめていくということですので。おくれている理由はそういうこと

なので、もう少しお待ちをいただいて。我々も、一日も早く欲しいなという話をたびたび

言うてるんですけど、そういう結果でございますので、ひとつよろしく。 

 

○谷口博文委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   御説明いただいて理解できましたけども、福良、阿万は非常に兵庫県

でも一番危険度の高い地域であると、そういうことで、例えば保育所の避難道も、育苗セ

ンターとかいうて決めてますけども、現実に育苗センターに１００名近い保育所の小さい

子供をわずかな先生方が、現実、そういう昼間に来たときに逃げれるかというたら、これ

絶対、１００％不可能なんよな。それで、私は以前も申しましたけども、これは上町、下

町、住民の方全般にも影響することで、まず、お大師さんの橋、それと旧保育所があった

ところのあの橋、きゃしゃな橋ですけども、やはりそういう橋をきっちりと補強すれば、

一番近くで安全なところに逃げられると。 

  その点、橋の補強について、先ほども市の管轄になるのかと違うかというようなことや

ったら、県も現実、私らも海南市も見て来ましたけども、５カ年計画で福良の浮動式、ま

た、川尻、塩屋川、それから本庄川の河口の水門、あの水門は、やる気になっていただけ

れば問題ないと思いますわね、海南市も、ちょうど同じような川幅で水門をつくってまし

たけども。これは１１メートル来たところで減災にもつながるということで、ぜひ、お大

師さんのあの橋と、それからまえかつさん、昔、旧保育所のあったところの、あの橋の補

強をぜひお願いしたいと思うんですけど、その点どうですか。 

  それと、そんな保育所の子供が育苗センター、約４０分、３８分か９分、逃げるのにそ

んなところに１００％逃げれへんねん。将来を担う子供の命を、どない思うとんのか知ら

んけど、その辺を。どうですか、その辺の橋の調査やいうこと、やってくれたんですか。

これも早うに言うたことですけども。 

 

○谷口博文委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   橋の調査については、既に終了しております。昨日の産建で

も言いましたんですけれども、２回目の調査を今年度からまた始めるようになっておりま

す。以前の調査の結果では、今、委員のおっしゃっている大師橋と、それと、まえかつさ

んのところのは、田園橋というんですか、その間に大神橋という、木製の橋もあるんです

けども。調査の結果では異常はないというような結果になっております。一番下流の、明
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渡橋というんですか、これについては少し健全度が低いということで、修繕計画でも上位

のほうに入ってきております。大師橋については石でできております。それで、大正９年

に施工されて、もう９０年近く経過しているわけですけども、今まで大きな地震もあった

中で、当時の建造時点のまま今も現存しておるということでございますけども、この橋に

ついては、補修というか補強するというよりは、９０年もたつこの石橋というのはなかな

かもう市内にもありませんので、人が避難するということを目的にするのであれば、この

橋の前後にまた新たに橋をかけるとか、これはこのまま置いておいて、その一つ下流の木

橋を新しくかけ直すとか、そういうことを検討する必要があるのかなというようには考え

ております。 

 

○谷口博文委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私が言いよるのは、現実的に、前の保育所の、まえかつ前の、見るか

らにきゃしゃな橋ですけど、それとお大師さんの橋が震度７ぐらいの地震に耐えられるよ

うな構造であれば、それは住民の方も、上・下と相当な人が、何ぼ大きな津波が来ても逃

げられると思うんですよ。それで、保育所からも小学校からも一番近いし、一番避難道と

しては、避難する場所としては適当やと、一番適切やと思うねんけども。この震度７ぐら

いの、調査したやいうて今、課長が言われましたけども、そのぐらいの地震には耐えられ

る構造なんですか。 

 

○谷口博文委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   私どもが今、橋梁の点検をしておるのは、市道の橋として通

行に支障があるかどうかという、健全度を調査しておるわけでして、耐震性があるかどう

かというのは調査をしておりません。というのは、以前にも公表させていただきましたけ

ども、耐震の基準というのは最新の基準でいきますと、平成２４年の２月に改定されてお

るわけですけれども、当然、この大師橋については大正９年、まえかつさんのところの橋

については昭和３３年に建造されておりますので、当然、今の基準でいきますと耐震の基

準をクリアしておりません。ですから、震度７の地震で持つのかといわれると、今の基準

では到底、その基準を満たしていないということでございます。 

  ただ、基準を満たしていないからといって、その震度７の地震で落橋するかということ

になると、これは今の段階では大丈夫ですとも、落橋しますともちょっと言えない部分が

あると思います。ただ、なかなかその落橋ということは、今までの阪神・淡路大震災のと

きも、せんだっての震災のときも市内で落橋した橋はございませんので、落橋という部分

については、なかなか簡単にはないのかなというふうな気持ちではおります。 
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○谷口博文委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   この問題については、これは私一人が委員会で言いよったところで、

やはり上・下の町内会なり、その辺のこともあるし。ただ、やはり川の、本庄川、それか

ら塩屋川の遡上というのは怖いと思うんよな。その点を踏まえたら、この２つの橋が完全

にそういう耐久性が確実視されたら、逃げ場所としたら一番やと、特に１１メートルとい

うのは、これはまさか来たとしたら、これは逃げるしかないわな。はっきり言うて、どん

な防災の方法をとっても逃げるしかない。安全なところを確保するというのは、これは義

務やと思うんで、その辺を。橋の調査を今、やったと言いよるけども、これはまた、町内

会等にも申し入れて、全体的に取り組んでいかないかんなと思います。１１メートルとい

う話を聞いたら、これはもう、そういう、上町は今、どこに逃げるようになっとるのか私

ははっきり知らんねんけど、何か、上岡八幡で逃げるやいうこと言うてますけど、１１メ

ートルが来たりしたら、もう余裕じゃないと思うわな。 

  それと保育所よ。保育所を、何や避難訓練もやったや言うけど、１００人近い児童を少

ない先生方で、あんな育苗センターまで安全に、そんなのできますか、はっきり言うて、

部長。そんな確約、でけへんだ。４０分足らずやで。そんなん逃げれるや、そんなところ

へ。 

 

○谷口博文委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   そういう避難訓練について、育苗センターまで職員の引

率によって避難したと、そういう結果の中では、そう大きな問題はなかったのでないかな

と、そういうふうなことは聞いております。ただ、津波高の避難想定の発表を待つんです

けれども、やはり、５.８メートル程度ではやっぱり、小学校の３階とか、それは考えら

れるだろうと。１１メートルになったときには、委員さんおっしゃいましたように、大師

さんの上とか、そういう選択肢もあるのかなとは思いますけれども、我々もそういうお大

師さんまで職員が上って、一応場所も確認はしてきておりますけれども、やはり大人が上

ってもそれなりの急な坂道が多いというようなところで、これを園児を連れて保育士が引

率していくということは、今の状況の中ではちょっと厳しいのかなと。やはりそれなりの

そういう避難路の整備というか、そういうことも必要になってくるんではないかなと、そ

う思っております。今後、そういう避難については今後の検討ということで考えておりま

す。 

 

○谷口博文委員長   審議の途中ですが、きょうは、さきの大戦、８月９日１１時２分で
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原爆投下ということで、原爆投下で被災された方々の御冥福と、また、世界恒久平和を願

って、１分間の黙祷をちょっとやって、その後、休憩させていただいて継続ということで

やらせていただきたいと思います。 

 

（黙祷） 

 

○谷口博文委員長   暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午前１１時０３分） 

 

（再開 午前１１時１５分） 

 

○谷口博文委員長   再開いたします。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今、休憩中にも委員会をやりまして、大体わかりました。それと、言

いよったお大師さん、また、元の保育所跡地の橋問題については、連合自治会からも要望

書が出ているということですので、もうこれで終わります。 

 

○谷口博文委員長   わかりました。 

  ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   避難所の関係で、先ほど、津波想定というようなのがまだ出てない中

で、非常に難しい問題もあるかと思うんですけれども、例えば西淡の古津路、松帆あたり

で、西淡中学が避難所になってたかと思うんですけれども、そこを利用するなり、あるい

はそこで足りない場合はマーレというような大きなマンションもあるんですけども、そう

いったところにも協力というのか求めるとか、こんなような考え方というのはないんでし

ょうか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   今の現状では、そこまでちょっとまだ考えてないというとこ

ろです。どうしても出てくるのが、発表になってない津波高とかいう部分があるんですけ

れど、そこにいくと防災計画を今後見直しをしていきますので、そこらも地域全体、市内
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全体を見回した中でどれが一番ええかという部分の中で、検討できる部分についてはして

いきたいなと思っておりますので、それで御理解いただきたいと思います。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちなみに西淡中学の校舎の２階、３階部分というのは大体、ＴＰで何

メートルぐらいになっていますか。 

 

○谷口博文委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   御質問の件ですが、教育総務課に図がございまして、一

応、２階の高さが、１号館、２号館ございますが、両方同じで、地面から高さが４.０５

メートル。２号館が、３階がございまして、プラス４メートルということでございます。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、あそこに表示されておるのは、体育館のところで海抜

３メートルというような表示があったかと思うんですけども、ということは、２階部分で

７.５メートル、プラス３階であればもう４メートルですか、１１メートルぐらいという

ことですね。それでいいですか。そういうことでいいんですか。 

 

○谷口博文委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   そのとおりでございます。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで、そういう数字をつかんだ上で、先ほど、副市長が兵庫県の津

波想定の作成がおくれている理由について、地形図の修正というようなことの説明があっ

たわけですけれども、これ、担当課はこれは聞いてなかったんですか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   これも私個人になるんですが、ちょっとそこらの引き継ぎは

受けてなかったです。 
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○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いやいや、副市長、これ、情報をなぜ担当課に言ってないんですか。

この間から津波想定の問題、全部出ておったんでしょう。 

 

○谷口博文委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   先ほどお話ししたのは、防災課と私が県の防災監と話をしたわ

けですので、同席はしておりましたので、防災課もよく御存じのことやと思いますけど。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは最近ですか。昨年度ですか。 

 

○谷口博文委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   行ったのは、去年の８月に国の発表があって１０日ほどしてか

らと、年末にも行ってまいりました。そのときにも、特に年末のときにはそういう話があ

って、早くしてくださいよと。徳島県は８月３１日に国が発表あって、１０月の３１日に

徳島県のほうはそれを踏まえてやってますよと、兵庫県のほうが遅いやないですかという

話の中で、いやいや、淡路の地形図は古いので、正確でなかったらいかんので、もう一回

県のほうで改めて地形図をつくり直して、その上でその津波高のものを当てはめてみて、

どれだけ被害が想定されるのかやりますので、ちょっとお待ちをしてくださいという話で

した。そのときも２月までという話だったんですけど、やっぱりそれからも、今度は防潮

堤の強さについても調査をするというような話があったりして、だんだんとおくれて、８

月末に発表するということになったと私は聞きました。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういう話は、さきにも議論としてあったわけで、担当課に引き継ぎ

がなかったとしても、そしたら副市長、そういうものを答弁として言っていただければ、

担当課もわかるわけなんで。担当課を困らせるようなことをしないでいただきたいと思い

ます。 

  終わります。 
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○谷口博文委員長   ほかにございますか。 

  長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   これは県の工事なんやけども、今、福良の向谷から仁尾まで陸地

のところ、防潮堤やってますよね。そのところに鉄扉、門扉がたくさんできてますよね。

その門扉について、４月１３日の地震のとき、震度５以上起きれば自動的に閉まるという

ふうなことだったんやけども、長船さん、これ、自動的に閉まるや言うたって、何じゃ、

閉まらへんでと言うて、どないなっとんやと言うて。ほんで、閉まらへんかて言うてまた

大勢来てから、何や、この辺、やっさもっさ長いことしよったでやいうの、そんなの聞い

とるんですか。 

 

○谷口博文委員長   管理課長。 

 

○管理課長（和田幸三）   具体的に、一応閉塞はしたという話は聞いております。それ

と、事故というか、いろいろ、タオルとかがかんで、完全密封できなくて、今度、解除す

るときに業者なり県の人間と一緒に開いたとか、いろいろ問題があったようには聞いてお

ります。 

 

○谷口博文委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   まだできて間がないし、タオルもそりゃ、住民が悪いんかもわか

らんけども、僕も実際見てなかったから。だからそういうふうな、閉まらへんかったでい

う話で、後から大勢、県の人やら来て、技術者が来て、やっさもっさしよったけどもと。

これまだ、ほんま、できて間がないのに、何でこんなていたらくなんやと。まだ、大阪は

かなり大きなやつやけども、それも一応、点検、緊急時にやってしたら、全く閉まらへん

かったいうて、テレビで大々的にニュースしとったけども。 

  やっぱり、せっかくつくったものが、まだこれ、新しいもの、もうこれこそ、市民、住

民、国民の税金でつくったものが、無用の長物みたいになったらぐあいが悪いんで、そこ

ら随時、何カ月に１回か、そういうふうなこともやっぱりする必要があるのかなというふ

うには思うんやけども。そこらの部分はどういうふうになっておるんですか。 

 

○谷口博文委員長   管理課長。 

 

○管理課長（和田幸三）   県のほうについては、現状、点検活動は月に１回程度は閉塞
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点検を行っております。その中で気づくようなことがあれば修理したりしながら、Ｊアラ

ートの警報に対しての自動閉塞可能なように点検はしておりますけども、実際、４月の段

階で、タオルとかがかんであかんかったという経過は聞いております。１基だったかな。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   小さな鉄扉、門扉じゃなしに鉄扉。これは各自治会の方々が鍵を

持って開閉するようなことを聞いておんねんけども、それは、そっちのほうが僕らにとっ

ては安心できるんやけども。その門扉については自動やって、さわれへん部分もあるけど

も、そこらももし、起こったときに５０分という時間があるわけよ。それが閉まらへん、

もし閉まらへん今回みたいな場合が起きたら、手動で何とか閉められるようなこともでき

るのかどうか。そして、そういう手動で閉めるような人たち、組織づくりというか、そう

いう人の対策もできとるんか、そこらお聞きしたいんです。 

 

○谷口博文委員長   管理課長。 

 

○管理課長（和田幸三）   自動閉塞の段階で機械的なことを申しますと、一旦、復帰と

いうボタンを押していただいたら改めて作動するんですけども、それでもあかん、完全閉

塞できらんようなケースが今回の場合でした。そのようなケースの場合、電源を切って手

動で閉めることは可能なんですけども、今回の場合、やはり完全閉塞に至るまでの間に障

害物があってあかんかったと聞いております。現実は、電源を切っていただいてレバーで

することも可能なんですが、大きなものになると、なかなか一人では難しいかなと思いま

す。そういうことのないように点検等は行っておったんですけども、どうも事故が発生し

たようです。 

 

○谷口博文委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   それと、今言いよるのは、もう一遍ボタンを押したら自動復帰す

る言いよるねんが、県の人が来てボタンを押すんか。違うや。自治会や何かとそういう、

そのときに対策して誰かにお願いするんでしょう。そういうふうな組織づくりというか、

そういうふうなのはできとるんかということも聞きよるんです。 

 

○谷口博文委員長   管理課長。 
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○管理課長（和田幸三）   一応、管理自体を、鍵をお預けして地元の方でお願いする段

階で操作説明はさせていただいておるんですけども、なかなか、とっさのことで慌てたよ

うなケースの場合、困難になったのかなと思ってます。そんな組織自体はないんですが、

年に一、二回、高潮の訓練という段階で地元の方にはその都度、閉塞訓練はさせていただ

いとるんですけども、事故がないような状況で高潮訓練は進んでおりまして、なかなか、

事故が起こったときの対応までの話は徹底できてないのかなとは思います。 

 

○谷口博文委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   鉄扉やったら、大体３人ぐらい、鍵か何や持っとるらしいんよ。

一人あがらんで、早い人がするように、閉めるようになっとんねんけども。その場合やっ

たら、やっぱり特に高齢の方々いうのは、機械は苦手やという人が物すごく多いんよな。

やっぱり複数の人にそういう作動方法を覚えてもらって、やっぱり複数の方が、誰かが早

く来た人たちにやってもらうというふうなことを、そういう方策をとっておかなあかんと

思うんよな。ですから、今回の新しい閉まらへんというのを教訓にして、そういう対策組

織なり、その人たちをしっかりと教育した形でやっていただきたいというふうに思ってお

ります。これはあくまでも県の仕事なんで、お願いしておきます。 

 

○谷口博文委員長   管理課長。 

 

○管理課長（和田幸三）   お伺いした件につきましては、県のほうとちょっとお話しさ

せていただきたいと思います。 

  以上です。 

 

○谷口博文委員長   ほかにございますか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる避難路、避難場所、こういう話がよく出てくるんですけれど

も、いわゆる避難困難者についての対策、これもいろいろ出てくるんですけども、特に福

良というところは高齢化率が非常に高いところなので、いわゆる避難路、今の避難路では

なかなか全員の方が、助けをもらいながら逃げていく、避難するというのは非常に難しい

状況かというふうに思うんですが、これについては何か対策は考えておられるんですか。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 
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○防災課長（藤本和宏）   その分については、避難経路を見させていただいて、細い部

分等も、傾斜等もありまして、逃げる方が限られてくる部分があるかと思います。そこの

分についてはちょっとまだ、自治会なり、その地元と私がまだこういう部分について、ち

ょっとお話をしてない部分がございます。そこの部分について今後、ちょっとお話を聞い

た中でどういうふうにしていくかというのは協議を前へ進めていけたらなとは思っており

ます。 

 

○谷口博文委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆるこれ、災害が先に延びるほど高齢化率というのは上がってく

る。ということは、避難困難者もふえる可能性はあるということなんですよね。そやから

もっと身近なところで避難できるような対策、これが必要と違うかなと逆に思うんです。

例えば、今、高知のほうなんかでは対策をやっておられると思うんですけども、いわゆる

シェルターとかカプセル、そういうものを本当に空き地等に何カ所か確保しとくと。そし

て避難困難な人はそこへ一時的に避難してもうて、ちょっとおさまるのを待つということ

で命が助かるというふうになっていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、

こういう避難カプセル、シェルター、そういう方式というのは考えられないかどうかとい

うことを、まずお尋ねいたします。 

 

○谷口博文委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   実際のところ、まだそこまで考えはちょっと至ってはないで

す。あと、その部分について、今現在、福良地域について、各地区で避難経路を決めて、

どういう形で避難するかというのを順次やっていってるというのを聞いております。その

中で、委員さんが言われているような、何人か補佐して、避難されらんない人とか、何人

行っても自分でちょっと逃げられない人とかいう部分について、詳細について聞いていな

い部分がございます。そこらを一度聞いた中で、そこらを整理していきたいなと思ってお

ります。 

 

○谷口博文委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そういう対策が必要やと思うんよね。というのは、いわゆるこの災害

が起こる時間帯によって大きく変わってくると思います。昼間でしたら割とみんな働きに

行って、手助けする人が少ないというような状況もあるわけで、いろんな場面を想定しな

がら、いろんな可能性を探っていくということが大事かというふうに思いますので、ひと
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つ検討していただきたいし、また、地区の方と話し合いをしていただきたい、そのように

思います。 

  終わっておきます。 

 

○谷口博文委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと関連で。災害時の要援護者数というのは日々移り変わってい

っとると思うんですけれども、今、何人ぐらいの方が対象として把握されてますか。 

 

○谷口博文委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   平成２５年４月１１日現在です。要援護者別に、ひとり暮ら

しの高齢者が１,２４２人、高齢者のみの世帯が８２２世帯、介護認定者が７６人、障害

者が８９人、その他が１１０人となっております。合計で２,３３７人です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その中で自主防災組織と連携をして、それぞれ把握、自主防災組織と

してその状況をつかんでいるというか、そういう形になっている方は何割ぐらいですか。 

 

○谷口博文委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   先ほど申しましたのは、登録してる方が２,３３７人で、登

録の対象者は約８,０３０人ほどいらっしゃいます。自主防災組織ということなんですけ

ども、今、モデル地区で４地区を指定して個別支援計画をつくってる最中ですけども、そ

の人数ぐらいしかまだつかんではないんですけども、個々に自治会のほう、自主防災のほ

うではその要援護者についてはつかんでいるところもあると思います。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   問題になるのはプライバシーということで、その対象となる方全員と

いうにはなかなかいかないというのが現状だと、今聞いておるわけですけれども、このモ

デル地域の４つの地域で大体、大方いけとるのか、それともまだちょっと足らんのか、そ

ういうおおよそのことでいいんですけれども、わかりますか。 
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○谷口博文委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   今、モデルの分で済んでるのは中西自治会と神代の富田地区

です。それで今、倭文の長田地区が今、個別避難支援計画を作成している最中で、あと、

湊地区についてはまだ、説明会とか案内とかは行かせていただいたんですけども、どこの

地区にするというのがまだ決まってないような状況です。 

 

○谷口博文委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   わかりました。それが最も大事な点というか、やはり災害時に犠牲者

を出さない上で一つの大きな鍵を握っている部分だろうというふうに思いますので、その

避難計画、災害時要援護者の避難計画、これはやはり自主防災組織の確立と、それから津

波想定のハザードマップの作成とセットで、やはり、できるだけ完成形といいますか、も

れなくというところまで詰めていただきたいというふうに思っておるんですけれども。そ

ういう構えで行っていただけますか。 

 

○谷口博文委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   はい。このモデル地域の実施によって、それはまた検証して

各地区に広めたいとは思っております。 

 

○谷口博文委員長   ほかにございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷口博文委員長   ないようなので、その他というか、もう執行部のほうは退席してい

ただいて、委員のほうでちょっと調査報告等のことを相談したいと思います。 

  では、執行部のほう、どうも御苦労さんでございました。 

  それでは、委員各位にお諮りをいたしたいと思います。 

  ５月に行いました視察研修報告書をまとめてあります。議長に提出したいと思いますが、

何か意見ございますか。 

  ありましたらまた、言っていただければいいかと思います。 

  それから次に、９月定例会最終日に報告することになってあります報告書の案を作成し

ておりますので、これもまた何か抜けている点、お気づきがあればまた言っていただいた
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らあれさせていただきますということでよろしいですか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷口博文委員長   それと、最後に、当地震・津波対策特別委員会、平成２３年の１２

月２０日に設置されて、本日まで延べ９回の委員会を設置・開催し、付議事件となってお

りますいろんな調査研究を行ってまいりました。実際、この近い将来発生すると言われて

おる巨大地震に対する地震対策及び津波対策について、あらゆる面から一度執行部に提言

することが十分な調査ができたかというような思いがあります。 

  委員会について、調査を終了し閉会というような運びというのは、当然、議員の任期の

満了も含まれておりますので、再選後、新たな議会で検討していきたいというような思い

がありますので、それでよろしいでしょうか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほど説明があったわけですけども、津波想定ですね。これは県の計

画待ちやということなんですけども、いつ、これできるんか、その国土地理院のほうが不

十分で地形図の見直しをしておるというような理由は説明されたんだけれども、その理由

はそうかもわからんけれど、そしたらいつできるんかと。２月と言って８月と言って、ま

だできてないと。これに対してやはり、早急に津波想定のシミュレーションを出すべきや

というところを委員会調査報告書なりで表現するか、８月に出てこないのであれば、意見

書として９月定例議会の冒頭ででも、やっぱり出すべきやないのかなというふうなことを

思っておるんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○谷口博文委員長   いかがでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員   ８月中に出ればいいんですけど、出なかったらということで。 

 

○谷口博文委員長   そうですね。わかりました。これもまた、報告書につけ足してまた

やっていきたいと思いますので。今の副市長の答弁によりますと、どうも８月いっぱいぐ

らいに出るような、私自身は感覚で捉えておるんやけんど。出なかった場合は、蛭子委員

の言うような、県のほうへ要望なり、その辺もやっていきたいと。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これはもう１１メートル、特に阿万なんかは１１メートルを想定した

やっぱり避難道とか対策を講じていかなんだら。一旦、そういうことが出とんねんから。
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そやから、これはそういう方向で市のほうも動いていかないかんと思うので。 

  これと委員長、これ、委員会はどないすんの。 

 

○谷口博文委員長   委員会は一応、この９月で最終報告で締めさせてもろうて、新たに

これ、秋の陣があるさかいに、その後また選出された議員でまた決定というか、継続なり

そのあたりをまた諮っていきたいと。 

  長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   それだけじゃなしに、やっぱり、委員から何らかの委員会の要請

があったらやるべきやと思います。 

 

○谷口博文委員長   わかりました。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   委員会、特別委員会を閉じるというんでなしに、そのまま置いておい

たらええんと違うの。 

 

○谷口博文委員長   その辺、私もこれ思っておって。議員の任期満了というやつの条文

があって、本議会の委員会の満了時に特別委員会は消滅するというような、この、何かそ

ういう文言が書いてあるもんなんで、自動的に、満了と同時に消滅するようなことを書い

てあるので、その辺はこれに基づいて。 

 

○長船吉博副委員長   委員から委員会開催要請があったら。 

 

○谷口博文委員長   そういうことやね。 

  それなら、そういうことでよろしいでしょうか。 

  それではどうも、本日はお疲れさんでございました。ありがとうございました。 

 

（閉会 午前１１時４３分） 
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